
●
青
少
年
教
育
セ
ン
タ
ー
の
卓
球
室
や
図

　

書
室
の
ご
利
用
を

　

平
瀬
町
に
あ
る
同
セ
ン
タ
ー
で
は
、　
20

歳
未
満
を
対
象
に
卓
球
室
と
図
書
室
を
無

料
で
解
放
し
て
い
ま
す　

利
用
時
間
＝
平

日
9
〜　

時
17

●
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
な
ど
の
係
留
に
は

　

許
可
が
必
要
で
す

　

市
が
管
理
す
る
港
湾
区
域
、
漁
港
区
域

に
、
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
な
ど
の
小
型
船

舶
を
係
留
す
る
と
き
は
、
各
水
域
管
理
者

の
許
可
が
必
要
で
す
。
許
可
を
受
け
て
い

な
い
船
舶
は
行
政
処
分
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
係
留
に
は
、
次
の
と
お
り
施
設
使
用

料
が
必
要
で
す
。

●
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
設
立
総
会

　

日
程　

福
田
・
中
通
地
区
（
中
通
町
、

福
田
町
、
石
坂
町
、
清
水
町
、
保
立
町
）

＝
8
月　

日　

〜　

時
、
中
央
公
民
館
▼

29

13

15

東
山
地
区
（
東
山
町
、
大
宮
町
、
大
黒
町
）

＝
8
月　

日　

〜　

時
、
南
地
区
公
民
館

30

19

21

目
的
＝
斜
面
密
集
市
街
地
整
備
促
進
の
た

め　

対
象
＝
地
区
内
在
住
者
、
地
区
内
の

土
地
・
建
物
所
有
者

●
農
業
災
害
に
遭
っ
た
と
き
に
は

　

豪
雨
な
ど
に
よ
り
農
地
や
農
業
用
施
設

が
被
害
に
遭
っ
た
と
き
に
、
災
害
復
旧
工

事
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
所

有
者
ま
た
は
受
益
者
は
被
災
後
1
週
間
以

内
に
市
役
所
農
業
土
木
課
か
各
支
所
に
届

け
出
を　

採
択
要
件
＝
工
事
費　

万
円
以

40

上
（
公
共
性
が
高
い
農
業
用
施
設
は　

万
40

円
未
満
も
可
）　

※
詳
し
く
は
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。　

●
農
地
の
無
断
転
用
を
な
く
し
ま
し
ょ
う

　

田
畑
を
住
宅
用
地
や
駐
車
場
、
資
材
置

き
場
な
ど
と
し
て
使
用
す
る
と
き
は
、
県

ま
た
は
国
の
許
可
が
必
要
で
す
。
市
街
化

区
域
で
あ
っ
て
も
市
農
業
委
員
会
に
届
け

出
が
必
要
で
す
。
農
地
と
自
然
を
守
る
た

め
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
少
量
危
険
物
施
設
か
ら
の
油
流
出
防
止

　

に
ご
協
力
を

　

全
国
で
は
、
屋
外
設
置
の
タ
ン
ク
か
ら

の
油
流
出
な
ど
に
よ
る
事
故
が
多
発
し
て

い
ま
す
。
少
量
危
険
物
施
設
を
所
有
し
て

い
る
事
業
所
な
ど
は
十
分
な
点
検
を
。
指

定
数
量
未
満
の
危
険
物
の
貯
蔵
と
取
り
扱

い
は
、
火
災
予
防
条
例
の
適
用
を
受
け
ま

す　

※
指
定
数
量
の
5
分
の
1
以
上
指
定

数
量
未
満
の
貯
蔵
は
、
所
轄
の
消
防
署

（
中
央
消
防
署
�
�
7
6
2
1
、
東
消
防

署
�
�
2
5
1
9
、
西
消
防
署
�
�
2
0

7
6
）に
届
け
出
を　

指
定
数
量
＝
灯
油
・

軽
油
�
千
�
、
重
油
�
二
千
�

●
永
久
選
挙
人
名
簿
、
在
外
選
挙
人
名
簿

　

を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

と
き
＝
9
月
3
〜
7
日
8
時　

分
〜

30

　

時　

と
こ
ろ
＝
市
選
挙
管
理
委
員
会
事

17務
局
（
4
〜
5
日
は
市
役
所
1
階
・
管
理

員
室
）　

永
久
選
挙
人
名
簿
の
登
録
資
格

＝
昭
和　

年
9
月
2
日
ま
で
に
生
ま
れ
、

59

こ
と
し
6
月
1
日
ま
で
に
住
民
基
本
台
帳

に
登
録
さ
れ
た
人
（
9
月
1
日
現
在
で
調

べ
、
新
た
な
有
資
格
者
を
9
月
2
日
に
追

加
登
録
し
ま
す
）　

在
外
選
挙
人
名
簿
の

登
録
資
格
＝　

歳
以
上
の
日
本
国
民
で
国

20

外
へ
住
所
を
移
し
た
人
（
ほ
か
に
条
件
あ

り
。
同
委
員
会
に
申
請
が
あ
っ
た
人
を
随

時
登
録
）

●
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
人 

　

名
簿
の
登
載
申
請
書
の
提
出
を

　

9
月
1
日
現
在
で
同
名
簿
を
作
成
。
申

請
書
は
各
漁
協
を
通
じ
て
有
資
格
世
帯
に

配
布
し
ま
す　

有
資
格
者
＝
昭
和　

年　
59

12

月
6
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
漁
業
経
営
者

（
法
人
含
む
）
と
家
族
、
従
業
員
で
、
年

間　

日
以
上
働
い
て
い
る
人　

提
出
＝
9

90
月
3
日
ま
で
に
所
属
の
漁
協
へ　

2004.8
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さ
ま
ざ
ま
な
人
権　

高
齢
者　

介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
へ
の
虐
待
が
社
会
問
題

化
し
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
は
、
介
護
者
の
負
担
を
軽
く
す
る

な
ど
社
会
保
障
制
度
の
充
実
を
図
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会
全
体
で
、
高
齢
者
の
豊
か

な
経
験
や
知
識
を
尊
重
す
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
、「
老
い
」
に
対
す
る
偏
見
を
無
く
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
お
尋
ね　

市
役
所
人
権
啓
発
課

　
■
市
役
所
ま
ち
づ
く
り
課

　
■
消
防
局
予
防
課　
　

（
�
�
9
2
5
7
）

　
■
市
青
少
年
教
育
セ
ン
タ
ー                   

                              
（
�
�
0
7
8
1
）

　
■
市
役
所
農
業
土
木
課

漁 船 な ど

そ の 他 の 船 舶
プレジャーボート

船舶総トン数1ト

ンまでごとに

年額

　1,368円75銭

船幅0.2メートル

までごとに

年額　3,000円

係 留 設 備

整 備 区 域

船舶総トン数1ト

ンまでごとに

年額

　 9 5 2円 6 5銭

船幅0.2メートル

までごとに

年額　2,400円

係 留 設 備

未整備区域

選挙ひと口メモ　候補者などの寄付についてのQ＆A

Q1．

A．  
Q2．   

A． 

■お尋ね　市選挙管理委員会事務局

　
■
市
港
湾
部
管
理
課
（
�
�
6
1
2
9
）、

    
市
役
所
水
産
課

　
■
市
農
業
委
員
会
事
務
局

　
■
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
■
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

従来からの慣行とされているお中元や祭りなどの
寄付・せん別なども、候補者など（政治家、候補
者、候補予定者）が選挙区内にある者に対して 行
う場合は、寄付に該当し禁止されますか。
寄付に該当し、禁止されます。
候補者などはお盆などの場合も、選挙区内にある
者に対して酒食を提供することはできませんか。
（親族への場合を除く）
できません。　

●
全
国
戦
没
者
追
悼
式
の
日
に
黙
と
う
を

　

8
月　

日
正
午
か
ら
東
京
・
日
本
武
道

15

館
で
式
典
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
正
午
の
黙

と
う
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
野
ザ
ル
の
出
没
に
ご
注
意
を

　

最
近
、
市
街
地
で
も
野
ザ
ル
が
目
撃
さ

れ
て
い
ま
す
。
食
べ
物
な
ど
を
与
え
た
り

か
ら
か
っ
た
り
す
る
と
、
非
常
に
危
険
な

行
動
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
サ
ル
を

発
見
し
た
と
き
は
ご
連
絡
を
。　

●
出
会
い
系
サ
イ
ト
の
不
当
な
料
金
請
求

　

に
ご
注
意
を

　

携
帯
電
話
な
ど
の
出
会
い
系
サ
イ
ト
の

利
用
料
金
を
、
不
当
に
請
求
さ
れ
る
と
い

う
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。
次
の
こ
と
に

ご
注
意
を
▼
身
に
覚
え
の
な
い
請
求
に
は

応
じ
な
い
▼
住
所
・
氏
名
な
ど
の
個
人
情

報
は
漏
ら
さ
な
い
▼
悪
質
な
取
り
立
て
の

場
合
は
警
察
へ
▼
不
審
な
メ
ー
ル
に
は
安

易
に
ア
ク
セ
ス
し
な
い　
　

●
水
道
局
か
ら
の
委
託
と
偽
る
訪
問
販
売

　

な
ど
に
ご
注
意
を

　

水
道
局
か
ら
の
委
託
と
偽
っ
て
水
質
検

査
を
行
い
、
水
質
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ

せ
、
浄
水
器
を
買
わ
せ
た
り
、
下
水
道
管

の
点
検
・
清
掃
を
行
い
、
高
額
な
料
金
を

請
求
し
た
り
す
る
事
例
が
発
生
し
て
い
ま

す
。
水
道
局
で
は
、
こ
の
よ
う
な
委
託
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り

　

ま
せ
ん
か

　

保
険
料
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

未
納
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
電
話
や
通
知

書
で
お
知
ら
せ
し
た
り
、
社
会
保
険
事
務

所
の
国
民
年
金
推
進
員
が
個
別
に
訪
問
し

て
ご
案
内
し
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
電
話
や
通
知
書
な
ど
に
不
審
な
点
が

あ
っ
た
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
退
職
者
医
療
制
度

　

条
件
は
あ
り
ま
す
が
、
会
社
な
ど
を
退

職
し
て
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
た
人
が
、

　

歳
に
な
る
ま
で
こ
の
制
度
で
医
療
を
受

75け
る
こ
と
に
な
り
ま
す　

患
者
の
費
用
負

担
＝
本
人
、
被
扶
養
者
（
家
族
）
と
も
通

院
、
入
院
に
か
か
わ
ら
ず
3
割
（　

〜　
70

74

歳
は
1
割
ま
た
は
2
割
）

●
交
通
事
故
な
ど
に
遭
っ
て
国
民
健
康
保

　

険
で
治
療
す
る
と
き
は

　

交
通
事
故
に
遭
っ
た
ら
医
療
機
関
に
そ

の
旨
を
伝
え
、
警
察
で
人
身
事
故
扱
い
の

事
故
証
明
書
を
も
ら
い
、
国
民
健
康
保
険

課
で
手
続
き
を
。
飼
い
犬
に
か
ま
れ
た
と

き
や
傷
害
な
ど
の
場
合
も
同
課
へ
。

●
8
月
は
市
県
民
税
第
2
期
分
、
国
民
健

　

康
保
険
税
第
3
期
分
の
納
付
月
で
す

　

納
め
忘
れ
が
な
く
、
便
利
な
口
座
振
替

や
納
税
組
合
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
電
話
加
入
権
を
公
売
し
ま
す

　

と
き
＝
8
月　

日　

時　

と
こ
ろ
＝
市

27

10

役
所
3
階
・
理
事
者
控
室

●
U
タ
ー
ン
・
大
学
等
新
卒
者
合
同
企
業

　

面
談
会

　

と
き
＝
8
月　

日　

〜　

時
（　

時　

13

13

16

12

30

分
受
付
開
始
）　

と
こ
ろ
＝
体
育
文
化
館

（
光
月
町
）　

参
加
企
業
＝
約　

社　

対
象

30

＝
U
タ
ー
ン
希
望
者
、
大
学
等
新
卒
者
な
ど

●
市
中
小
企
業
融
資
制
度
の
ご
利
用
を

　

市
内
の
中
小
企
業
、
事
業
協
同
組
合
な

ど
に
低
金
利
で
融
資
制
度
が
あ
り
ま
す
。詳

し
く
は
取
り
扱
い
金
融
機
関
に
お
尋
ね
を
。

●
全
国
消
費
実
態
調
査
に
ご
協
力
を

　

調
査
時
期
＝
9
〜　

月　

内
容
＝
無
作

11

為
に
抽
出
さ
れ
た
世
帯
を
対
象
に
し
た
家

計
の
実
態
調
査　

※
調
査
結
果
は
、
国
や

自
治
体
が
行
う
経
済
な
ど
の
諸
施
策
の
た

め
の
基
礎
資
料
と
な
り
ま
す
。

●
子
ど
も
の
読
書
活
動
を
推
進
し
ま
す

　

県
子
ど
も
読
書
活
動
推
進
計
画
の
重
点

活
動
▼
家
族　

分
間
読
書
運
動
▼
学
校
で

10

の
朝
の　

分
間
読
書
▼
読
書
量
の
増
加
▼

10

学
校
図
書
館
の
蔵
書
の
充
実
▼
図
書
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
養
成
と
活
動
の
支
援

●１４ 

　
■
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所
（
�
�
1
1

　

4
8
）、
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
■
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
2
5
9
1
）

　
■
県
教
育
庁
生
涯
学
習
課

　
　

（
�
0
9
5
・
8
2
2
・
9
4
1
0
）

　
■
市
役
所
戸
籍
住
民
課
、
各
支
所

　
■
市
役
所
企
画
調
整
課

　
■
市
役
所
地
域
振
興
課

　
■
市
役
所
納
税
課

　
■
水
道
局
総
務
課
、
下
水
道
管
理
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
1
1
5
1
）

　
■
市
環
境
保
全
課
（
�
�
1
7
8
7
）、

    
県
北
振
興
局
総
務
企
画
課
（
�
�
4
2  

    
1
1
）、
最
寄
り
の
警
察

　
■
市
役
所
納
税
課

　
■
佐
世
保
公
共
職
業
安
定
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
8
6
0
9
）

　
■
市
役
所
商
工
労
働
課


